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海

賊

と

い

え

ば

映

画

パ

イ

レ

ー

ツ

オ

ブ

カ

リ

ビ

ア

ン

の

よ

う

な

イ

メ

ー

ジ

？

大

航

海

時

代

巨

万

の

富

を

積

ん

だ

船

を

襲

う

命

知

ら

ず

の

男

た

ち

。

い

や

、

ち

ょ

っ

と

違

う

か

、

今

回

の

海

賊

は

さ

し

ず

め

倭

寇

の

よ

う

な

感

じ

な

の

だ

ろ

う

か

、

ソ

マ

リ

ア

沖

の

海

賊

と

は

▼

他

人

の

物

を

盗

む

の

は

悪

い

こ

と

だ

。

ま

し

て

や

人

質

を

と

り

金

品

を

要

求

す

る

の

も

。

た

だ

、

盗

人

に

も

三

分

の

理

と

い

う

言

葉

も

あ

る

。

ソ

マ

リ

ア

に

限

ら

ず

ア

フ

リ

カ

各

国

は

、

相

変

わ

ら

ず

先

進

国

の

資

源

収

奪

の

舞

台

と

な

り

、

内

戦

に

明

け

暮

れ

、

貧

困

と

無

秩

序

が

支

配

し

て

い

る

と

聞

く

。

昔

、

社

会

で

習

っ

た

。

倭

寇

に

手

を

焼

い

た

朝

鮮

は

、

足

利

将

軍

に

そ

の

取

締

り

を

依

頼

し

、

勘

合

貿

易

が

栄

え

た

と

▼

日

本

を

遥

か

ア

ラ

ビ

ア

海

、

紅

海

ま

で

海

賊

退

治

に

自

衛

隊

が

出

て

行

く

と

い

う

。

し

か

も

、

い

つ

の

間

に

か

武

器

使

用

を

容

認

す

る

法

案

ま

で

作

っ

て

。

（

こ

の

時

点

で

は

、

衆

議

院

通

過

）

し

か

も

、

今

回

は

「

恒

久

法

」

い

つ

で

も

ど

こ

で

も

武

器

は

使

え

る

ら

し

い

▼

あ

れ

ぇ

？

日

本

に

は

「

ま

だ

」

憲

法

９

条

は

あ

っ

た

ん

じ

ゃ

な

い

の

。

軍

隊

を

持

っ

て

、

交

戦

権

が

あ

っ

て

、

ど

う

し

て

矛

盾

し

な

い

の

か

。

そ

の

前

に

、

ど

う

し

て

自

衛

隊

？

海

上

保

安

庁

じ

ゃ

役

不

足

（

言

葉

の

遣

い

方

が

お

か

し

い

け

ど

）

だ

が

。

そ

の

前

に

、

ど

う

し

て

外

交

努

力

を

し

な

い

の

？

『

平

和

』

を

維

持

す

る

こ

と

は

そ

ん

な

に

簡

単

で

は

な

い

こ

と

は

分

か

る

が

。

人

類

の

理

想

を

そ

ん

な

に

簡

単

に

捨

て

て

い

い

の

か

。

疑

問

が

残

る

と

こ

ろ

だ

。

（

Ｏ

）

知多管内２校で…「労働時間の記録」始まる！
文科省'06年4・3通知

3年越しで一部具体化

県教委｢調査｣前に導入

平

成

二

一

年

度

に

入

り

、

知

多

管

内

の

２

中

学

校

で

「

労

働

時

間

の

記

録

」

の

体

制

が

整

備

さ

れ

運

用

さ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

２

校

は

常

滑

市

立

青

海

中

、

知

多

市

立

八

幡

中

で

、

こ

の

う

ち

青

海

中

は

４

月

か

ら

す

で

に

実

施

し

て

お

り

、

八

幡

中

は

５

月

か

ら

実

施

の

運

び

と

な

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

他

に

も

阿

久

比

町

立

阿

久

比

中

で

実

施

方

法

の

検

討

が

な

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

れ

ら

は

県

下

で

も

扶

桑

町

な

ど

に

続

い

て

早

い

実

施

で

、

未

だ

十

数

校

に

留

ま

っ

て

い

る

「

記

録

」

の

体

制

整

備

が

知

多

管

内

で

も

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

っ

た

先

進

例

で

す

。

｢｢ ｢｢

記

録

記

録

記

録

記

録｣｣ ｣｣

をををを

取取取取

る

と

る

と

る

と

る

と

何何何何

が

イ

イ

の

か

が

イ

イ

の

か

が

イ

イ

の

か

が

イ

イ

の

か

？？？？

労

安

法

で

は

、

月

八

〇

時

間

を

超

え

る

長

時

間

労

働

を

し

た

者

に

対

し

て

産

業

医

に

よ

る

面

接

指

導

を

行

う

よ

う

に

定

め

て

い

ま

す

。

現

在

の

よ

う

に

労

働

時

間

の

記

録

が

な

い

状

況

で

は

、

何

時

間

の

超

過

労

働

が

あ

っ

た

の

か

明

ら

か

に

な

り

ま

せ

ん

。

各

市

町

で

は

労

安

体

制

が

形

式

上

整

備

さ

れ

、

産

業

医

も

選

任

さ

れ

て

は

い

る

よ

う

で

す

が

、

利

用

実

績

は

ほ

と

ん

ど

の

市

町

で

ゼ

ロ

と

な

っ

て

い

る

の

も

、

記

録

が

無

い

か

ら

な

の

で

す

。

全

国

的

に

教

員

の

過

労

死

、

う

つ

病

な

ど

の

精

神

疾

患

、

過

労

自

殺

な

ど

命

に

関

わ

る

労

働

災

害

が

頻

発

し

て

い

ま

す

。

こ

れ

は

愛

知

県

や

知

多

管

内

で

も

例

外

で

は

あ

り

ま

せ

ん

。

こ

う

し

た

事

態

を

防

ぐ

た

め

に

も

、

長

時

間

労

働

の

是

正

は

急

務

で

あ

り

、

「

労

働

時

間

の

適

正

な

把

握

」

「

労

働

時

間

の

記

録

」

は

緊

急

の

課

題

な

の

で

す

。

｢｢ ｢｢

記

録

記

録

記

録

記

録｣｣ ｣｣

のののの

方

法

方

法

方

法

方

法

はははは

「

記

録

」

の

方

法

に

つ

い

て

は

、

労

働

基

準

法

に

よ

れ

ば

、

本

来

①

使

用

者

に

よ

る

現

認

も

し

く

は

②

タ

イ

ム

カ

ー

ド

、

Ｉ

Ｃ

カ

ー

ド

な

ど

客

観

的

記

録

に

よ

り

確

認

・

記

録

す

る

こ

と

に

な

っ

て

い

ま

す

。

し

か

し

、

新

た

な

機

器

の

設

置

を

待

つ

よ

り

１

日

も

早

く

実

を

あ

げ

る

た

め

に

は

、

教

員

が

自

ら

記

録

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

①

を

認

め

さ

せ

る

こ

と

が

目

下

次

善

の

策

で

し

ょ

う

。

県

内

の

高

校

・

養

護

学

校

な

ど

で

も

、

教

員

が

記

録

し

た

表

を

月

ご

と

に

管

理

職

が

チ

ェ

ッ

ク

す

る

方

法

で

、

、

す

で

に

Ｈ

二

〇

年

度

か

ら

「

記

録

」

が

始

ま

っ

て

い

ま

す

。

ま

た

各

地

で

、

表

計

算

ソ

フ

ト

を

利

用

し

て

自

動

計

算

式

を

入

れ

た

ワ

ー

ク

シ

ー

ト

に

よ

り

記

録

す

る

方

式

が

試

作

さ

れ

、

比

較

的

容

易

に

自

身

の

「

記

録

」

が

で

き

る

よ

う

な

工

夫

も

始

ま

り

ま

し

た

。

県

教

委

県

教

委

県

教

委

県

教

委

のののの

実

態

調

査

実

態

調

査

実

態

調

査

実

態

調

査

はははは

近近近近

いいいい

２２２２

校校校校

のののの

教

訓

教

訓

教

訓

教

訓

にににに

学学学学

べべべべ

県

教

委

は

、

愛

教

労

と

の

交

渉

の

中

で

、

「

（

労

働

時

間

の

適

切

な

把

握

・

「

記

録

」

の

状

況

を

）

調

査

す

る

必

要

は

あ

る

。

」

と

し

て

、

二

一

年

度

早

期

の

調

査

を

明

言

（

教

職

員

課

村

主

管

）

し

ま

し

た

。

実

際

の

調

査

に

よ

り

、

違

法

状

態

が

明

ら

か

に

な

れ

ば

校

長

・

教

頭

の

責

任

が

問

わ

れ

る

こ

と

に

な

り

ま

す

。

校

長

は

職

と

し

北から南から ～～ 支部だより ～～

監査委員の発言問題と組合活動監査委員の発言問題と組合活動監査委員の発言問題と組合活動監査委員の発言問題と組合活動

「50代の先生がやる気になってもらわないと困る。」「放

課に職員室に戻ってくる先生はいるか。」など、監査の枠

を越えた発言に、わが小学校の50代の先生を中心に怒りは

高まった。私も管理職に抗議をしなくてはという気持ちに

なった。抗議したのは当然であった。①教育内容にまで触

れるような発言が果たして、許されるか。②教育委員会も

その場所に同席していながら、それを聞き抗議をしない。

（当然内容に触れている。）③本校の管理職である校長、

教頭も当然抗議しなくてはいけない。

監査委員会へのメール。知教労執行部との話し合いの

要求。回答。そして事態が進展した。最終的には、「…監

査委員も意識を新たにした。慣例化していた監査のやり方

もあらためて原則を確認した。また、教育委員会自体も適

正な範囲で監査を実施するよう監査委員に要請した。」な

ど一応の成果はあった。今後とも定例監査には注目しなく

てはいけない。

知教労の一組合員として「動かなくては」という強い気

持ちから、このような結果を引き出すことができた。今の

教育現場の息苦しい状況で、我々知教労の組合員は主張す

べきことは主張し、教育環境の健全化を進めていかなくて

はと強く感じている。 （文責Ｉ）

表

題

の

問

題

に

つ

い

て

、

知

教

労

は

三

月

二

五

日

に

半

田

監

査

委

員

事

務

局

と

、

二

七

日

に

半

田

市

教

委

と

折

衝

し

ま

し

た

。

監

査

委

は

監

査

範

囲

は

限

定

的

で

は

な

い

、

と

の

見

解

を

示

し

ま

し

た

が

、

同

時

に

（

教

育

内

容

に

）

無

限

定

に

入

る

意

図

は

無

く

、

そ

う

す

べ

き

で

は

な

い

、

と

い

う

立

場

で

知

教

労

と

合

意

。

知

教

労

の

申

し

入

れ

に

対

し

、

監

査

委

員

か

ら

は

回

答

書

が

示

さ

れ

「

役

割

を

十

分

認

識

」

し

今

後

に

生

か

す

半
田
市
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
範
囲
逸
脱
の
是
正
を
求
め
る
要
求

半
田
市
教
委
が
監
査
委
員
と
協
議

市
教
委
が
監
査
委
に
教
育
内
容
に
関
わ
る
意
見
の
自
制
を
求
め
る

と

の

内

容

を

確

認

し

ま

し

た

。

ま

た

市

教

委

は

、

初

め

監

査

委

の

職

務

に

も

の

を

言

う

立

場

で

は

な

い

と

の

見

解

を

示

し

ま

し

た

が

、

教

育

の

独

立

を

保

つ

た

め

に

は

、

監

査

の

範

囲

は

無

限

定

で

は

な

く

市

教

委

と

し

て

の

役

割

が

あ

る

、

と

い

う

立

場

で

合

意

。

４

月

９

日

、

市

教

委

と

監

査

委

員

が

協

議

を

行

い

、

「

知

教

労

の

申

し

入

れ

を

受

け

て

、

適

正

な

範

囲

の

監

査

を

行

う

」

こ

と

が

確

認

さ

れ

ま

し

た

。

知
多
管
内
小
中
で
は
初

常
滑
市

・
知
多
市
で

一
校
ず
つ

教
員
の
加
重
な
労
働
実
態
が
公
的
記
録
に

記
録
は
３
年
間
保
存

｢

産
業
医
に
よ
る
面
接
指
導｣

の
基
準
も

て

法

を

守

る

責

務

が

あ

り

、

違

法

状

態

を

良

し

と

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

は

ず

で

す

。

今

回

の

２

校

の

校

長

は

、

実

に

真

っ

当

な

判

断

に

よ

り

行

動

し

ま

し

た

。

い

ず

れ

も

知

教

労

組

合

員

に

よ

る

交

渉

に

よ

り

実

現

さ

れ

た

も

の

で

す

。

ひ

と

手

間

は

か

か

る

も

の

の

、

自

分

の

健

康

を

守

る

た

め

で

あ

り

、

新

た

な

予

算

も

不

要

な

施

策

で

す

。

ぜ

ひ

各

職

場

で

校

長

と

交

渉

し

、

早

期

の

実

現

を

勝

ち

と

り

ま

し

ょ

う

。

第１７９号 知 多 地 方 教 職 員 労 働 組 合 機 関 紙 ２００９年４月 発行



こんな素晴らしい判決が出た！ 勇気をもらった自衛隊イラク派兵違憲判決学習会 第２回第２回第２回第２回

Ｑ 教育委員会との話し合いや平和教育への取り組みは、知教労の

特色だと思うのですが、どのような活動をするのでしょうか。

Ａ 先月に引き続き、具体的な組合活動についての疑問に答えます。

① 市町の校長会長、教育委員会、知多教育事務所との話し合い

各市町の組合員の代表や執行委員が参加します。勤務時間

や労働安全衛生など組合全体で取り組んでいる問題、各市町

の行事の見直し、各校の施設・設備の充実の要望など、要点

をきめて話し合いをもっています。

② 実践交流会

他の組合や大学などから講師をお招きして、夏休みに開い

ています。効果的な教科指導の事例、学校行事の紹介など、

なるほどと感心させられる実践が報告されます。

③ 平和学習会

毎年６月に開催しています。「沖縄」「憲法９条」「平和教育」

などをテーマに、他の労働組合、平和団体などの協力も得て

開催しているので、教員以外の積極的な

参加もあります。

これらの会は各専門部が組合員の意見を

聞いて計画を立てます。いわゆる『動員』に

よるものではなく、参加者がみんなで学び合

い、実践力を高めていきます。

次回は、ハイキングや歓送迎会などレク的な

活動についてお答えしますね。

知ってるつもり・Ｑ＆Ａ

知教労の特色ある活動の取り組みは？

～～～～～～～～～～～～ がんばるがんばるがんばるがんばる県下各地県下各地県下各地県下各地のののの連帯連帯連帯連帯 ～～～～～～～～～～～～

鳥居労災問題の現状
三河教労の活動紹介

知教労ニュースでお伝えしてきた鳥居労災問題について報告しま

す。

鳥居先生は、豊橋市の中学校の先生です。2002年9月に学校祭の

体験講座指導中に脳内出血で倒れ、左上下肢麻痺で身体障害者１級、

高次脳機能障害となりました。倒れる前の時間外勤務は、夏休み期

間でさえ100時間を超え、直前１週間では42時間を超えていました。

しかし、県審査会は「公務災害」を認めませんでした。その根拠

は、

①通常の勤務と比較して特別なトラブルはなかったから特に

過重な業務に従事したものとは言えない。

②本人に「もやもや病」という疾患があった。

というものでした。そして、2006年には分限免職という結論が

出されました。

納得のいかない鳥居先生は、三河教労に相談し、労災認定を求め

る会が結成されました。県が公務災害を

認めないので、2008 年 12 月からは裁判

で争われています。三河教労では、すべ

ての働く人たちの健康を守るためにも、

鳥居先生の労働災害を認めさせていきた

いと奮闘しています。

まず、前回の復習としてこの裁判の原告（住民）側の訴えをまとめてみま

しょう。訴えの主旨は、

・戦地であるイラクに武装した自衛隊を派兵することは、憲法第９条に違

反する。

・「戦争や武力行使をしない日本に生きる権利」（平和的生存権）を侵害

されている。

・自衛隊のイラク派遣が憲法違反であることの確認を求める。

・平和的生存権を侵害された慰謝料、一人１万円を国に要求する。

ということです。いわゆる民事訴訟で国からの慰謝料を求めるという形で

訴えを起こしました。これに対して２００６年４月１６日に名古屋地方裁判所

が下した判決は、原告(住民)の訴えは却下、慰謝料の請求は棄却するとい

う住民側の全面敗訴でした。

もちろん、住民側は控訴し、高等裁判所に舞台をかえて争うことになりま

した。控訴審では、２年間で７回に渡る口頭弁論を経て２００８年４月２４日の

判決日を迎えました。この日、名古屋高等裁判所民事第３部では、青山邦

夫氏を長とする３名の裁判官が次のような主旨の判決を下しました。

①イラクは戦闘地域であり、現在の戦闘状況は国際的な紛争である。自衛

隊はその地で武装した多国籍軍の兵員を輸送している。

②したがって自衛隊がイラクで行っている活動は、戦争と武力の行使を放

棄した憲法９条に違反した活動を含んでいる。

③控訴人（住民）らに、損害賠償請求において認められるほどの被侵害利

益が生じているとはいえないので、損害賠償請求は認められない。

このように、これまで、司法で

は、いわばタブーとされてきた自

衛隊と憲法の関係に踏み込んだ

判断がなされました。そして、イラ

クで行われている行為は戦争であ

るから、自衛隊がそこで行ってい

る活動は憲法違反であると、分かりやすく述べた判決です。

しかも、判決文の中では、「戦争や武力の行使など、憲法９条に違反する

国の行為によって戦争への加担・協力を強制されるような場合は、裁判所

に救済を求めることができる。」と国民の平和的生存権を積極的に認めてい

ます。これが、地方裁判所ではなく、高等裁判所で出されたという点でも画

期的なできごとです。

それでは、裁判官は、なぜ損害賠償については住民の訴えを認めなか

ったのでしょうか。これについては、裁判のその後の経過と共に次回に続け

ることにします。
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